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まん延防止等重点措置延⻑にともなう学校施設開放事業について 

 
平素は学校施設開放事業にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 
現在兵庫県に適用されているまん延防止等重点措置が、令和 4 年 3 月 21 日まで再

延⻑されることとなりました。このことを踏まえ、引き続き学校施設開放事業におけ
る小中学校の児童生徒が参加する活動について、原則として、下記を除き利用を控え
ていただくようご協力をお願いいたします。 

（新たに下記「３．」の活動での利用は可能といたします。） 
その他の活動についても、令和３年３月 24 日付で通知しております「学校施設開

放事業 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に則り、対策を十分に講じて
いただいた上で、安全で円滑な運営をしていただきますようお願いいたします。 

感染拡大防止のため、引き続きのご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。 
 

記 
 

＜小中学校の児童生徒の活動のうち、利用を可能とするもの＞ 
１．公式戦等 
  ※公式戦等とは、主催者が責任を持って、競技団体等が定めるガイドラインを遵守するなど、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の徹底を図って開催される大会等をいいます。 
２．「１．」の公式戦等における負傷・事故防止のための必要最低限の練習活動 

（１）公式戦等と位置付ける大会等初日の３週間前からとしてください。 
（２）公式戦等における負傷・事故防止のためという趣旨をご理解いただき、 

下記を順守してください。 
   ・練習活動が⻑時間にわたらないようにしていただくこと 

（2〜3 時間以内が目安） 
   ・公式戦等に出場しない学年の子どもたちの練習活動の参加については控え

ていただくこと 
３．卒業等により退会するにあたり団体として例年恒例で行っている行事（卒団式等） 

・参加人数、時間は必要最小限での実施としてください。 
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